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確
認
書
類

個人番号カード

通知カード・運転免許証

その他（　　　　　　　　　）

身元
確認

（フリガナ） 年　　　月　　　日  
代表者氏名
又 は 氏 名

ThuanNT 印
指　　導　　年　　月　　日 相談 区分１区分２区分３

令和           

自 平成
令和 年 月 日 ４  ４  １

課税期間分の消費税及び地方
中間申告 自 平成

令和 年 月 日      
の場合の

至 令和 年 月 日 ５  ３ ３１
消費税の(　確定 )申告書

対象期間 至 令和 年 月 日      

　この申告書による消費税の税額の計算　
付

記

事

項

割 賦 基 準 の 適 用  有 ○ 無十　兆　千　百　十　億　千　百　十　万　千　百　十　一円 31
課 税 標 準 額 1         ７５８０００ 延払基準 等 の 適 用  有 ○ 無03 32

消　費　税　額 2          ５９１２４ 工事進行基準 の 適用  有 ○ 無06 33

控除過大調整税額 3           ２５２０ 現金主義会計 の 適用  有 ○ 無07 34

控
除
税
額

控除対象仕入税額 4          ７２９０８ 参

考

事

項

課税標準額に対する消費
税額の計算の特例の適用  有 ○ 無08 35

返 還 等 対 価
に 係 る 税 額 5              ０ 控

除
税
額
の

計
算
方
法

課税売上高5億円超又は  個 別 対 応
方 　 　 式09

貸倒れに係る税額 6              ０ 課税売上割合95％未満  一 括 比 例
配 分 方 式10 41

控 除 税 額 小 計
（　＋　＋　）4 5 6 7          ７２９０８ 上　記　以　外 ○ 全 額 控 除

控除不足還付税額
（　－　－　）7 2 3 8          １１２６４ 基準期間の

課税売上高 0 千円13
差　 引 　税　 額
（　＋　－　）2 3 7 9             ００ 15

中 間 納 付 税 額 10             ００ 16
納　 付 　税　 額
（  　－　  ）9 10 11             ００ 17

中間納付還付税額
（  　－　  ）10 9 12             ００ 18

この申告書
が修正申告
である場合

既確定税額 13              ０ 19

差引納付税額 14             ００ 20

課税売上
割　　合

課税資産の譲渡
等の対価の額 15         ７５８２０６ 21

 銀行  本店
資産の譲渡
等の対価の額 16         ７５８２０６ 22

この申告書による地方消費税の税額の計算
地方消費税
の課税標準
となる消費
税　　　額

控除不足還付税額 17          １１２６４

還

付

を

受

け

よ

う

と

す

る

金

融

機

関

等

51
普通預金 口座番号

差　引　税　額 18             ００ 52
ゆうちょ銀行の
貯金記号番号 -

譲
渡
割
額

還　 付 　額 19           ３２０７ 53 郵 便 局 名 等

納　 税 　額 20             ００ 54 ※ 税務署整理欄

中間納付譲渡割額 21             ００ 55
納 付 譲 渡 割 額
（  　－　  ）20 21 22             ００ 56

中間納付還付譲渡割額
（  　－　  ）21 20 23             ００ 57

この申告書
が修正申告
である場合

既　確　定
譲 渡 割 額 24              ０

税 理 士
署名押印

印

（電話番号 ）58
差 引 納 付
譲 渡 割 額 25             ００ 59

 税 理 士 法 第 ３０ 条 の 書 面 提 出 有

消費税及び地方消費税の
合計(納付又は還付)税額 26         -１４４７１  税 理 士 法 第 ３３ 条 の ２ の 書 面 提 出 有60
　＝（　＋　）－（　＋　＋　＋　）・修正申告の場合　＝　＋　26 11 22 8 12 19 23 26 14 25
　が還付税額となる場合はマイナス「－」を付してください｡26
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用）



GK0601
第３－（２）号様式

課税標準額等の内訳書
整 理
番 号         

納　税　地
vn-danang 改 正 法 附 則 に よ る 税 額 の 特 例 計 算

(電話番号 0966-988-999 ) 軽減売上割合（１０営業日）  附 則38 　1 51
（フリガナ） 小 売 等 軽 減 仕 入 割 合  附 則38 　2 52
名　　　 称
又 は 屋 号 TdataEnterprise01 小 売 等 軽 減 売 上 割 合  附 則39 　1 53Ｏ

Ｃ
Ｒ
入
力
用（

こ
の
用
紙
は
機
械
で
読
み
取
り
ま
す
。
折
っ
た
り
汚
し
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い
｡
 ）

第
二
表

令
和
元
年
十
月
一
日
以
後
終
了
課
税
期
間
分

（フリガナ）

代表者氏名
又 は 氏 名 ThuanNT

自 平成
令和 年 月 日 ４  ４  １ 課税期間分の消費税及び地方

中間申告 自
平成
令和 年 月 日      

の場合の

至 令和 年 月 日 ５  ３ ３１
消費税の(　確定 )申告書

対象期間 至 令和 年 月 日      

課　　　　　　税　　　　　　標　　　　　　準　　　　　　額
1

十　兆　千　百　十　億　千　百　十　万　千　百　十　一円　

※申告書（第一表）の　欄へ1         ７５８０００ 01

３ ％ 適 用 分 2              ０ 02

課 税 資 産 の ４ ％ 適 用 分 3              ０ 03

譲  渡  等  の 6 . 3 ％ 適 用 分 4              ０ 04

対  価  の  額 6 . 2 4 ％ 適 用 分 5             ２５ 05

の  合  計  額 7 . 8 ％ 適 用 分 6         ７５８１８１ 06

7         ７５８２０６ 07

特定課税仕入れ 6 . 3 ％ 適 用 分 8               11
に係る支払対価
の額の合計額

7 . 8 ％ 適 用 分 9               12

（注1 ） 10               13

消 　　　　　　　　費　　 　　　　　　税　　　　　 　　　額
※申告書（第一表）の　欄へ2

11          ５９１２４ 21

３ ％ 適 用 分 12              ０ 22

４ ％ 適 用 分 13              ０ 23

11　  の  内  訳 6 . 3 ％ 適 用 分 14              ０ 24

6 . 2 4 ％ 適 用 分 15              ０ 25

7 . 8 ％ 適 用 分 16          ５９１２４ 26

返　　還　　等　　対　　価　　に　　係　　る　　税　　額
※申告書（第一表）の　欄へ5

17              ０ 31

17　
の
内
訳

売 上 げ の 返 還 等 対 価 に 係 る 税 額 18              ０ 32

特定課税仕入れの返還等対価に係る税額 （注1 ） 19               33

20         -１１２６４ 41
地方消費税の

４ ％ 適 用 分 21              ０ 42
課税標準となる

消  費  税  額
6 . 3 ％ 適 用 分 22           ２５２０ 43

（注2 ） 6.24 ％及び7.8 ％ 適 用 分 23         -１３７８４ 44
8 10 19（注1） 　～　及び　欄は、一般課税により申告する場合で、課税売上割合が95％未満、かつ、特定課税仕入れがある事業者のみ記載します。
20 23（注2） 　～　欄が還付税額となる場合はマイナス「－」を付してください。



付表１－１  税率別消費税額計算表　兼　地方消費税の課税標準となる消費税額計算表 一般

課税期間 04年04月01日 氏名又は名称 TdataEnterprise01
～ 05年03月31日 ThuanNT

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

区　分 旧税率分小計 税率6.24％適用分 税率7.8％適用分 合　計　Ｆ

Ｘ Ｄ Ｅ （Ｘ＋Ｄ＋Ｅ）

課税標準額 0 0 758,000 758,000
[1] 課税資産の譲渡等 [1]

の の 対 価 の 額 1
|

0 25 758,181 758,206
内 特定課税仕入れに [1]

訳 係る支払対価の額 2
|

消費税額 0 0 59,124 59,124
控除過大

調整税額 2,520 0 0 2,520
控除対象

仕入税額 0 7,363 65,545 72,908
控 返還等対価

に係る税額 0 0 0 0
除 [5] 売上げの返還等 [5]

の 対価に係る税額 1
|

0 0 0 0
税 内 特定課税仕入れの返 [5]

訳 還等対価に係る税額 2
|

額 貸倒れに

係る税額 0 0 0 0
控除税額小計

([4]+[5]+[6]) 0 7,363 65,545 72,908
控除不足還付税額

([7]-[2]-[3]) 0 7,363 6,421 13,784
差引税額

([2]+[3]-[7]) 2,520 0 0 2,520
合計差引税額

([9]-[8]) -11,264
地方消費税の 控除不足

課税標順 還付税額 0 13,784 13,784
となる

消費税額 差引税額 2,520 0 2,520
合計差引地方消費税の

課税標準額となる消費税額
[12]-[11] 2,520 -13,784 -11,264

譲

渡 還付額 0 3,887 3,887
割

額 納税額 680 0 680
合計差引譲渡割額

([15]-[14]) -3,207



付表１－２  税率別消費税額計算表　兼　地方消費税の課税標準となる消費税額計算表 経過措置対象課税資産の 一般
譲渡等を含む課税期間用

課税期間 04年04月01日 氏名又は名称 TdataEnterprise01
～ 05年03月31日 ThuanNT

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

区　分 税率３％適用分 税率４％適用分 税率6.3％適用分 旧　税　率　分　小　計　Ｘ

Ａ Ｂ Ｃ （Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

課税標準額 0 0 0 0
[1] 課税資産の譲渡等 [1]

の の 対 価 の 額 1
|

0 0 0 0
内 特定課税仕入れに [1]

訳 係る支払対価の額 2
|

消費税額 0 0 0 0
控除過大

調整税額 0 0 2,520 2,520
控除対象

仕入税額 0 0 0 0
控 返還等対価

に係る税額 0 0 0 0
除 [5] 売上げの返還等 [5]

の 対価に係る税額 1
|

0 0 0 0
税 内 特定課税仕入れの返 [5]

訳 還等対価に係る税額 2
|

額 貸倒れに

係る税額 0 0 0 0
控除税額小計

([4]+[5]+[6]) 0 0 0 0
控除不足還付税額

([7]-[2]-[3]) 0 0 0 0
差引税額

([2]+[3]-[7]) 0 0 2,520 2,520
合計差引税額

([9]-[8])

地方消費税の 控除不足

課税標順 還付税額 0 0 0
となる

消費税額 差引税額 0 0 2,520
合計差引地方消費税の

課税標準額となる消費税額
[12]-[11] 0 2,520 2,520

譲

渡 還付額 0 0 0
割

額 納税額 0 680 680
合計差引譲渡割額

([15]-[14])



付表２－１ 課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表 一般

課税期間 04年04月01日 氏名又は名称 TdataEnterprise01
～ 05年03月31日 ThuanNT

項目 旧税率分小計 税率6.24 ％適用分 税率7.8％適用分 合計 Ｆ

Ｘ Ｄ Ｅ （Ｘ＋Ｄ＋Ｅ）

課税売上額（税抜き） [1] 0 25 758,181 758,206

免税売上額 [2] 0
非課税資産の輸出等の金額、

海外支店等へ移送した資産の価額 [3] 0

課税資産の譲渡等の対価の額([1]+[2]+[3]) [4] 758,206

課税資産の譲渡等の対価の額([4]の金額) [5] 758,206

非課税売上額 [6] 0

資産の譲渡等の対価の額([5]+[6]) [7] 758,206

課税売上割合([4]/[7]) [8] [100%]

課税仕入れに係る支払対価の額（税込み） [9] -43,200 127,440 924,362 1,008,602

課税仕入れに係る消費税額 [10] -2,520 7,363 65,545 70,388

特定課税仕入れに係る支払対価の額 [11]

特定課税仕入れに係る消費税額 [12]

課税貨物に係る消費税額 [13] 0 0 0 0
納税義務の免除を受けない（受ける）こととなった

場合における消費税額の調整（加算又は減算）額 [14] 0 0 0 0

課税仕入れ等の税額の合計額([10]＋[12]＋[13]±[14]) [15] -2,520 7,363 65,545 70,388
課税売上高が５億円以下、かつ、　　　　　　　

課税売上割合が９５％以上の場合（[15]の金額） [16] -2,520 7,363 65,545 70,388
課 課 個

税 ５ 税 95 別 [15]のうち、課税売上げにのみ要するもの [17]

売 億 売 ％ 対 [15]のうち、課税売上げと非課税売上げに

上 円 上 未 応 共通して要するもの [18]

高 超 割 満 方 個別対応方式により控除する課税仕入れ等

が 又 合 の 式 の税額　　　　　{[17]+([18]×[4]/[7])} [19]

は が 場 一括比例配分方式により控除する課税仕入れ等

合 の税額　　　　　　　　　　　([15]×[4]/[7]) [20]

控 課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る

除 の 消費税額の調整（加算又は減算）額 [21] 0 0 0 0
税 調 調整対象固定資産を課税業務用（非課税業務用）

額 整 に転用した場合の調整（加算又は減算）額 [22] 0 0 0 0
控除対象仕入税額

差 {[16],[19]又は[20]の金額±[21]±[22]}がプラスのとき [23] 0 7,363 65,545 72,908
引 控除過大調整税額

{[16],[19]又は[20]の金額±[21]±[22]}がマイナスのとき [24] 0 2,520

貸倒回収に係る消費税額 [25] 0 0 0 0



付表２－２ 課税売上割合・控除対象仕入額等の計算表 一般
[経過措置対象課税資産の譲渡等を含む課税期間用]

課税期間 04年04月01日 氏名又は名称 TdataEnterprise01
～ 05年03月31日 ThuanNT

項目 税率３％適用分 税率４％適用分 税率6.3％適用分 旧税率分小計 Ｘ

Ａ Ｂ Ｃ （Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

課税売上額（税抜き） [1] 0 0 0 0

免税売上額 [2]

非課税資産の輸出等の金額、

海外支店等へ移送した資産の価額 [3]

課税資産の譲渡等の対価の額([1]+[2]+[3]) [4] 758,206

課税資産の譲渡等の対価の額([4]の金額) [5]

非課税売上額 [6]

資産の譲渡等の対価の額([5]+[6]) [7] 758,206

課税売上割合([4]/[7]) [8] [100%]

課税仕入れに係る支払対価の額（税込み） [9] 0 0 -43,200 -43,200

課税仕入れに係る消費税額 [10] 0 0 -2,520 -2,520

特定課税仕入れに係る支払対価の額 [11]

特定課税仕入れに係る消費税額 [12]

課税貨物に係る消費税額 [13] 0 0
納税義務の免除を受けない（受ける）こととなった

場合における消費税額の調整（加算又は減算）額 [14] 0 0 0 0

課税仕入れ等の税額の合計額([10]＋[12]＋[13]±[14]) [15] 0 0 -2,520 -2,520
課税売上高が５億円以下、かつ、　　　　　　　

課税売上割合が９５％以上の場合（[15]の金額） [16] 0 0 -2,520 -2,520
課 課 個

税 ５ 税 95 別 [15]のうち、課税売上げにのみ要するもの [17]

売 億 売 ％ 対 [15]のうち、課税売上げと非課税売上げに

上 円 上 未 応 共通して要するもの [18]

高 超 割 満 方 個別対応方式により控除する課税仕入れ等

が 又 合 の 式 の税額　　　　　{[17]+([18]×[4]/[7])} [19]

は が 場 一括比例配分方式により控除する課税仕入れ等

合 の税額　　　　　　　　　　　([15]×[4]/[7]) [20]

控 課税売上割合変動時の調整対象固定資産に係る

除 の 消費税額の調整（加算又は減算）額 [21] 0 0 0 0
税 調 調整対象固定資産を課税業務用（非課税業務用）

額 整 に転用した場合の調整（加算又は減算）額 [22] 0 0 0 0
控除対象仕入税額

差 {[16],[19]又は[20]の金額±[21]±[22]}がプラスのとき [23] 0 0 0
引 控除過大調整税額

{[16],[19]又は[20]の金額±[21]±[22]}がマイナスのとき [24] 2,520 2,520

貸倒回収に係る消費税額 [25] 0 0 0 0
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